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問市消防本部予防課　☎ 029‐295‐2114
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電気火災の例

感震ブレーカーを
設置しましょう
　感震ブレーカーは、震度５強相当以上の揺れを感
知した際に、ブレーカーやコンセントなどの電気を
自動的に止める器具です。
　地震を原因とする建物火災の約６割が電気火災と
言われており、感震ブレーカーを設置することで、
不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場
合に電気火災を防止することができます。

出典：日本火災学会誌「2011 年東日本大震災火災等調査報告書」

�⃝�電気製品の転倒で電気コードが損傷し、
停電復旧後の通電によりショートして着火

取付け・交換支援

　市消防本部では感震ブレー
カーの取付け・交換の支援を無
償で行っています。ぜひ、ご活
用ください。

※�詳細は、市ホーム
ページをご覧くだ
さい。

�⃝白熱灯などが転落、落下し、可燃物に着火

��⃝�転倒、落下した可燃物が電気ストーブな
どの電熱器具に接触し着火

感震ブレーカーのタイプと特徴

支援対象
⃝�高齢者などで構成される世帯
（65歳以上のかたおよび障が
いのあるかたも含む）
⃝�その他、取付けの支援が必要
であると消防長が認める世帯

簡易タイプ
　ばねの作動や重りの落下などによ
り、ブレーカーを切って電気を遮断
します。
価格：２～４千円
電気工事：不要
工事費：不要

分電盤タイプ

※写真は内蔵型

　分電盤に内蔵または外付けした感
震センサーが揺れを感知し、ブレー
カーを切って電気を遮断します。

内蔵型	 価格：５～８万円
	 電気工事：必要
	 工事費：約２～３万円

後付型	 価格：約２万円
	 電気工事：必要
	 工事費：約１万円

コンセントタイプ
　コンセントに内蔵されたセンサー
が揺れを感知し、コンセントから電
気を遮断します。
価格：５千～２万円
電気工事：不要（埋込型は必要）
工事費：約８千円（差込型は不要）

電気関係

54％46％
その他



問健康推進課母子保健G　☎ 029‐270‐8071

　５歳頃は、基本的な生活習慣が確立し、社会のルールを理解して守ろうとする姿が見られる
など、目覚ましい成長を感じられる時期です。
　一方で、保護者が抱える悩みや不安はさまざまで、「これは苦手かも」「家では大変で…」「家
では困っていないけど園での様子が心配」などの困り事が増えてくる時期でもあります。
　５歳児健康診査・健康相談を通して、お子さんの苦手なことだけではなく、得意なことにも気
付き、明るく楽しく元気よく学校に通えるよう準備していきましょう。

内容▶�一般診察、身体計測、集団活動、各種相談（保健・栄養・歯科・子育てなど）

既存の健診などに加えて行うことで
那珂市の子育て世代を応援します

年中児が対象です
個別通知で案内します

５歳児健診ポータル
（保護者のかた向け）
こども家庭庁監修

令和８年８月19日から

食事、歯に関することも相談できます。

歳児
健康診査・健康相談がスタート
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※�一般会計等…�自治体間の財政比較などを可能にするため「統一的な基準に
基づく財務書類」において用いられている会計区分。令和６年
度における本市の一般会計等は、一般会計、公園墓地事業特
別会計および那珂地方公平委員会特別会計の各会計の合計

　市では、これまで整備した資産や借入金などのストック情報や行政
サービスを提供するために要したコスト情報などについて、統一的な基
準に基づく財務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・資金収支計算書）
を作成しました。今回は、令和６年度決算を基に作成した市の一般会計
等※の財務書類を公表します。

問財政課財政Ｇ　☎ 029‐298‐1111

　「貸借対照表」は、年度末における市の資産
とその資産形成のためにどのような財源
（負債・純資産）で賄ってきたかを一目で分
かるように表した財務報告書です。
　令和６年度末現在、市が行政サービスを
提供するために保有している土地や建物な
どの財産（資産）は 699億１千万円で、この
うちの７割強にあたる501億円が現在まで
の世代がすでに負担したものであり、残る
198 億１千万円が将来世代の負担で返済
していく債務となります。

◦資産減の主な理由　�　�財政調整基金の取り崩しや、有形固定資産など
の価格が減価償却により減少したため。

◦負債減の主な理由　�　地方債（固定負債分）が減少したため。
◦純資産減の主な理由　�有形固定資産などの価格が減価償却により減少

したため。

▪令和５年度との比較

資産
３.6 億円減

負債
2.3億円減

純資産
1.3億円減

※�令和７年４月１日現在の住民基本台帳人口５万 2,968 人を基に算出しました。

資産
132.0 万円

負債
37.4 万円

純資産
94.6万円

▪市民１人当たりの貸借対照表
　市民１人当たり132万円の資産があり、その資産形成のために、これから
負担する金額が37万４千円で、これまでに支払済みの金額が94万６千円
であることを意味します。

財務書類（財産と債務の状況）を公表します

令和６年度末現在　一般会計等

那珂市の財政事情
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貸借対照表
バランスシート

計 699.1億円 計 699.1億円

公共施設や基金などの資産形成
のうち、現在までの世代がすで
に負担しているものです。

純資産

501.0億円

借入金（地方債）や将来の職員の
退職手当など、将来世代の負担
で返済していく債務です。

負債

198.1億円

資産
市が所有している財産の内容と
金額です。行政サービスの提供
能力を示しています。

32.4億円
　�現金・預金、有価証券、基金、
未収金（市税）など

▪金融資産

666.7億円
　道路、公園、学校、庁舎など
▪固定資産

（令和７年３月 31日現在）



　市の財務書類などの詳細は、市ホームページで公表しています。

　市の行政活動は、福祉や教育などにおける人的サー
ビスや給付サービスの提供など、資産形成につながら
ない行政サービスが大きな割合を占めています。｢行政
コスト計算書｣は、市が１年間に提供した行政サービス
に要したコスト（原価・費用）と、その財源である使用
料・手数料などの収入を明らかにしたものです。
　令和６年度の市の経常費用の総額は218億９千万
円で、それらの経費に充てるために得た収入が
７億３千万円、資産売却などに伴う損益が３千万円、差
引211億９千万円が純行政コストとなります。

行政コスト計算書

　｢資金収支計算書｣は、現金の流れを表したもので、
市がどのような活動に資金を必要としているのかを示
したものです。令和５年度末の資金残高11億８千万円
に、令和６年度の業務活動収支 19億４千万円、投資活
動収支△ 15億７千万円、財務活動収支△３億円を加
えたものが令和６年度末の資金残高となります。
　投資活動収支は、工事などの支出がない市町村以外
は、通常マイナス表示となります。
　なお、投資活動収支のうち、主な支出内容は、道路
改良舗装事業などの固定資産取得にかかるものになり
ます。財務活動収支は、市債発行による収入が、公債
費（元金償還金）の支出より少なかったためマイナス表
示となります。
　これらの理由から、令和６年度末の市の資金残高は、
７千万円増加し、12億５千万円となりました。

資金収支計算書	資金収支計算書	
キャッシュフロー計算書キャッシュフロー計算書 期首（令和５年度末）資金残高

11.8億円

期末（令和６年度末）資金残高
12.5 億円

当期収支 0.7億円

19.4 億円
人件費支出、税収入、国庫補助金収入など
▪業務活動収支

△15.7 億円
固定資産取得支出、資産売却収入など
▪投資活動収支

△3.0億円
公債費（元金償還金）支出、市債発行収入など
▪財務活動収支

純行政コスト（Ａ）-（Ｂ）+（Ｃ）
211.9 億円

億円経常収益（Ｂ） 7.3
使用料・手数料などの収入

臨時損益（Ｃ） 0.3億円
資産売却などに伴う損益

経常費用（Ａ） 218.9億円
48.5 億円

職員の給与、退職手当など
▪人にかかるコスト

77.5 億円
物品購入、施設の修繕費など

▪物にかかるコスト

90.7 億円
生活保護費、児童手当、各種補助金、繰出金など

▪移転支出的なコスト

2.2 億円
市債の利子など

▪その他のコスト
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区分 医療分 後期分 介護分 子ども分

所得割率 6.8％ 2.9％ 2.5％ 0.3％

均等割額 3万 6,200円 1万 8,700円 1万 8,300円 1,800円

賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3万円

改正後 軽減割合

43万円 +「 10万円 ×（ 給与所得者等の数ー 1 ）」以下 7 割

 43 万円＋（ 31万円×被保険者および特定同ー世帯の所属者の数）
+「 10万円 ×（ 給与所得者等の数 ー 1 ）」以下 ５割

 43 万円＋（ 57万円×被保険者および特定同ー世帯の所属者の数）
+「 10 万円 ×（ 給与所得者等の数 ー 1 ）」以下 ２割

　市の国民健康保険は、国保財政の想定を上回る悪化により、令和８年度には積み立てた基金を使い切る見通しとな
りました。このため、将来にわたって安心して国保を運用できるよう、令和 8年度に税率改正を行います。
　また、令和８年度から子ども・子育て支援制度が開始することから、子ども・子育て支援金の保険料を合算してお
支払いいただきます。保険制度の安定的な維持・運営のため、ご理解くださいますようお願いします。
　なお、医療費の推移や改正による税額比較については、市ホームページをご覧ください。

　子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆さんから支援金を拠出いただき、それによる子育て
世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。令和８年度
から公的医療保険料に「子ども・子育て支援金」が上乗せされます。

⃝未就学児への軽減・・・・・・・・均等割額の５割を軽減
⃝�小中学生・高校生世代への減免・・・均等割額の５割を減免【市の独自支援】
⃝出産被保険者への軽減・・・・・・出産した被保険者の出産月の前月から４か月間の国民健康保険税を全額免除
	 多胎妊娠の場合は、出産月の３か月前から６か月間の国民健康保険税を全額免除

40～64 歳のかた 新設

改正後の市の国民健康保険税の税率・税額

令和８年度からの国民健康保険税

所得が低いかたに対する均等割額の軽減

問保険課保険・年金G　☎ 029‐298‐1111

年間保険税額 医療分 後期分 介護分 子ども分＝ ＋ ＋ ＋

子ども・子育て支援金分の新設について

18歳未満の
均等割は
10割軽減

※18歳に達する日以後
の最初の３月31日まで

6

国民健康保険税

負担緩和措置について



問茨城県後期高齢者医療広域連合事業課　☎ 029‐309‐1213 問市保険課保険・年金G　☎ 029‐298‐1111

子ども分の所得
割率は令和９年
度見直し予定

新設

5 月 11日号7

保険料軽減措置について

個人ごとの保険料

年間保険料額 ＝ ＋
※ 100円未満切り捨て

賦課のもととなる金額＝総所得金額等－基礎控除額

※総所得金額等…�前年の収入から必要経費（公的年金控除額や給与所得控除額など）を差し
引いたもので、各種所得控除前の金額。遺族年金や障害年金は含まない。

※基礎控除額……前年の合計所得金額が 2,400万円以下の場合は 43万円

医療分

均等割額

所得割額

（所得割率）

＋

賦課のもととなる金額 × 9.32％

４万9,500円

子ども分

均等割額

所得割額

（所得割率）

＋

賦課のもととなる金額 × 0.28％

1,400円

後期高齢者医療保険料
令和８・９年度

　後期高齢者医療制度では、広域連合から医療機関へ支払う医療給付費の約１割を後期高齢者医療保険料で賄ってい
るため、保険料率は、今後２年間の医療給付費などの見込みに対応できるよう計算しています。
　令和８年度から子ども・子育て支援制度が開始※することから、子ども・子育て支援金の保険料を合算してお支払
いいただきます。保険制度の安定的な維持・運営のため、ご理解くださいますようお願いします。

　後期高齢者医療制度に加入する前
日に「会社などの健康保険の被扶養
者」であったかたは、均等割額が５割
軽減（加入後２年間に限る）されます。
また、所得割額の負担はありません。

※�年度の途中で被保険者になったかたは、資格取得月からの月割りで計算

※子ども・子育て支援金分の新設については、6ページをご覧ください。

※�「1所得が低いかたに対する均等割
額の軽減」の対象となる場合は、軽
減割合が高い方が優先されます。

※�国民健康保険、国民健康保険組合の
加入者であったかたは該当しません。

賦課限度額

医療分
・・・・・・・・・・・ 85万円
子ども分
・・・・・・２万１千円

所得が低いかたに対する均等割額の軽減

※�収入が公的年金のかたは、年金収入額から公的年金控除（年金収入額が
330万円未満は110万円）を差し引き、65 歳以上のかたは、さらに高齢
者特別控除（15万円）を差し引いて判定します。

※軽減割合が７割のかたは、医療分がさらに 0.2 割軽減されます。

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等の合算額 軽減割合

43 万円＋「10 万円×（給与所得者等の数－１）」以下 ７割

43 万円＋「10 万円×（給与所得者等の数－１）」
＋「31 万円×世帯の被保険者数」以下 ５割

43 万円＋「10 万円×（給与所得者等の数－１）」
＋「57 万円×世帯の被保険者数」以下 ２割

1 被用者保険の被扶養者で
あったかたに対する軽減
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申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

�申
問
健
康
推
進
課
母
子
保
健
Ｇ
（
総
合
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
内
）

☎
０
２
９
‐
２
７
０
‐
８
０
７
１

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン
予
防
接
種
の
費
用
助
成

対
象
者
▼
市
の
助
成
を
利
用
し
て
高
齢
者

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
受
け
た
こ
と
が
な

い
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
た

◦
満
65
歳
以
上
の
か
た

◦
60
～
64
歳
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
内
部

疾
患
１
級
に
該
当
す
る
か
た

助
成
額
▼
４
千
円

※
生
活
保
護
受
給
者
は
、
全
額
助
成
し
ま

す
。接
種
前
に
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
接
種
費
用
は
、
医
療
機
関
に
よ
り
異
な

り
ま
す
の
で
、
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付
、電
話
、

電
子
申
請
（
い
ば
ら
き
電
子
申

請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
利
用
）

※
満
65
歳
に
な
る
か
た
へ
は
、
65
歳
の
誕

生
月
の
翌
月
に
案
内
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
そ
の
他
の

か
た
は
、
必
ず
接
種
前
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

�申
問
健
康
推
進
課
母
子
保
健
Ｇ
（
総
合
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
内
）

☎
０
２
９
‐
２
７
０
‐
８
０
７
１

8

法
律
相
談

日
時
▼
7
月
7
日
㈫
午
後
１
時
～
５
時

　
　
　
7
月
21
日
㈫
午
後
１
時
～
４
時

場
所
▼
市
役
所（
本
庁
）１
階
相
談
室

対
象
者
▼
市
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人

相
談
方
法
▼
電
話
ま
た
は
面
談
（
申
込
時

に
お
選
び
く
だ
さ
い
）

相
談
員
▼
弁
護
士　

費
用
▼
無
料
（
相
談
１
回
30
分
）

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付
、電
話
（
要
予
約
）

申
込
開
始
日
▼
６
月
４
日
㈭

※
同
じ
事
案
の
相
談
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

�

�申
問
市
民
相
談
室

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

行
政
書
士
相
談

日
時
▼
７
月
15
日
㈬
午
後
１
時
～
４
時

場
所
▼
市
役
所（
本
庁
）１
階
相
談
室

対
象
者
▼
市
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
ま

た
は
法
人

相
談
内
容
▼
遺
言
、
相
続
や
契
約
、
許
認

可
申
請
な
ど
、
各
種
手
続
き
に
つ
い
て

相
談
員
▼
行
政
書
士

費
用
▼
無
料
（
相
談
１
回
30
分
）

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付
、電
話
（
要
予
約
）

申
込
開
始
日
▼
６
月
４
日
㈭

�申
問
市
民
相
談
室

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１



６
月
１
日
～
７
日
は

水
道
週
間
で
す

　
ご
自
宅
の
給
水
装
置
の
管
理
を
適
切
に

行
い
、
限
り
あ
る
資
源
を
大
切
に
し
ま

し
ょ
う
。
漏
水
が
起
こ
っ
た
際
は
、
市
指

定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
へ
修
理
を
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。（
費
用
は
個
人
負
担
）

※
市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
名
簿

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
水
道
課
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

※
漏
水
発
生
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
申
請

に
よ
り
水
道
料
金
の
減
額
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

漏
水
の
予
防
方
法
▼

⃝

長
期
間
水
道
を
使
わ
な
い
場
合
、
水
道

の
休
止
手
続
き
を
す
る
こ
と
を
お
す
す
め

し
ま
す
。

⃝

住
宅
管
理
の
た
め
に
開
栓
し
て
お
く
場

合
、不
在
時
は
水
道
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

内
の
バ
ル
ブ
を
閉
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

水
道
の
手
続
き
に
関
す
る
こ
と

問
水
道
課（
瓜
連
支
所
）

☎
０
２
９
‐
２
９
６
‐
１
９
４
１

工
事
・
修
理
に
関
す
る
こ
と

問
水
道
課
工
務
・
管
理
Ｇ（
瓜
連
支
所
）

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

漏
水
減
額
に
関
す
る
こ
と

問
水
道
課
総
務
Ｇ（
瓜
連
支
所
）

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

市
立
図
書
館
休
館

休
館
日
▼
６
月
６
日
㈯
～
17
日
㈬

※
蔵
書
点
検
の
た
め

※
休
館
中
の
本
の
返
却
は
、
ブ
ッ
ク
ポ
ス

ト
へ
、
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
返
却
は
、
専
用

ポ
ス
ト
へ
お
願
い
し
ま
す
。（
付
録
付
き

資
料
は
、
開
館
後
に
ご
返
却
く
だ
さ
い
）

問
市
立
図
書
館

☎
０
２
９
‐
３
５
２
‐
１
１
７
７

催
し

ゴ
ー
ヤ
苗
配
布
会

　
地
球
温
暖
化
対
策
の
１
つ
と
し
て
、グ
リ
ー

ン
カ
ー
テ
ン
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
▼
６
月
14
日
㈰
午
前
10
時

場
所
▼
市
中
央
公
民
館

※
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
那
珂
２
０
２
６

イ
ベ
ン
ト
会
場
内
の
環
境
課
ブ
ー
ス
で
配

布
し
ま
す
。

配
布
予
定
数
▼
１
０
０
ポ
ッ
ト（
先
着
順・

一
世
帯
１
ポ
ッ
ト
）

問
環
境
課
環
境
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

那
珂
の
歴
史
を
考
え
る
会
歴
史
講
座

那
珂
地
域
の
歴
史
の
謎
を
追
究
す
る

日
時
▼
６
月
21
日
㈰
午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分

場
所
▼
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
す
が
や

内
容
▼「
上
総
景
清
の
毘
沙
門
堂
建
立
伝
説

は
本
当
か—

飯
田
一
乗
院—

」

講
師
▼
高
橋
裕
文
氏
（
歴
史
学
博
士
）

定
員
▼
60
人

参
加
費
▼
３
０
０
円（
資
料
代
）

申
込
方
法
▼
電
話

�申
問
那
珂
の
歴
史
を
考
え
る
会

☎
０
９
０
‐
１
５
５
９
‐
６
１
０
２

水
戸・歴
史
に
学
ぶ
会
講
演
会

宇
都
宮
氏
の
家
臣
芳
賀
氏
と
宇
津
氏

日
時
▼
６
月
14
日
㈰
午
前
10
時
～
11
時
30
分

場
所
▼
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
す
が
や

講
師
▼
仲
田
昭
一
氏

定
員
▼
１
０
０
人（
申
し
込
み
不
要
、
当

日
先
着
順
）

参
加
費
▼
３
０
０
円
（
資
料
代
な
ど
）

問
水
戸
・
歴
史
に
学
ぶ
会
事
務
局

☎
０
９
０
‐
８
０
３
８
‐
２
０
８
７

清
水
洞
の
上
公
園

ほ
た
る
観
賞
会

日
時
▼
６
月
13
日
㈯
午
後
５
時
～
９
時
頃

※
雨
天
の
場
合
は
６
月
20
日
㈯
へ
延
期

場
所
▼
清
水
洞
の
上
公
園

内
容
▼
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
の
観
賞

催
し
物
▼
ロ
ン
グ
ブ
ラ
ン
コ
、
キ
ッ
チ
ン

カ
ー
、
各
種
模
擬
店（
予
定
）

入
場
料
▼
無
料

問
清
水
洞
の
上
自
然
を
守
る
会
事
務
局

根
本
☎
０
９
０
‐
７
１
９
３
‐
６
０
４
４

植
物
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
那
珂
市
に
古
く
か
ら
自
生
す
る
植
物
な

ど
に
つ
い
て
の
刊
行
物
を
発
刊
す
る
に
あ

た
り
、市
内
の
植
物
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

調
査
期
間
▼
６
月
か
ら
通
年
で
実
施

調
査
対
象
▼
市
内
全
域

※
皆
さ
ん
の
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
て
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。立
ち
入
る
場
合
は
、

調
査
の
前
後
に
文
書
な
ど
で
依
頼
し
ま
す
。

内
容
▼
植
物
の
記
録・撮
影・標
本
の
採
取

調
査
員
▼
市
史
編
さ
ん
専
門
調
査
員
、
歴

史
民
俗
資
料
館
職
員
な
ど

※
調
査
員
は
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
、土
地

を
踏
み
荒
ら
さ
な
い
よ
う
調
査
を
行
い
ま
す
。

問
歴
史
民
俗
資
料
館
（
な
か
Ｌ
ｕ
ｃ
ｋｙ

Ｆ
Ｍ
公
園
内
）

☎
０
２
９
‐
２
９
７
‐
０
０
８
０

※
月
曜
日
休
館（
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
）

５月 11日号9



那
珂
市
伝
統
文
化
日
舞
親
子
教
室

期
日
▼
６
月
13
日
㈯
～
令
和
９
年
１
月
16

日
㈯
の
第
１・３
土
曜
日
（
原
則
）

時
間
▼
午
前
10
時
～
正
午

場
所
▼
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
す
が
や

対
象
者
▼
市
内
に
在
住
の
年
長
児（
５
歳
）

～
中
学
生
と
そ
の
保
護
者

※
お
子
さ
ん
の
み
の
参
加
も
可
能
で
す
。

定
員
▼
20
人（
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

費
用
▼
無
料

持
ち
物
▼
ゆ
か
た
一
式
、
足
袋

※
お
持
ち
で
な
く
て
も
参
加
可
能
で
す
。

申
込
方
法
▼
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

申
込
期
限
▼
６
月
12
日
㈮

※
定
員
に
空
き
が
あ
る
場
合
は
、
期
限
後

も
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

�申
問
茨
城
県
各
流
日
本
舞
踊
会
那
珂
支
部

花は
な
柳や
ぎ
☎
０
９
０
‐
１
５
０
９
‐
９
８
７
２

FAX
０
２
９
‐
２
５
３
‐
０
６
０
７

男
性
向
け
初
め
て
の
料
理
教
室

日
時
▼（
全
２
回
）

⃝

第
１
回　
基
礎
編

　
６
月
27
日
㈯
午
前
９
時
30
分
～
午
後
１
時

⃝

第
２
回　
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
編

　
９
月
12
日
㈯
午
前
９
時
30
分
～
午
後
１
時

場
所
▼
市
中
央
公
民
館
調
理
室

対
象
者
▼
市
内
在
住
の
男
性
で
、
基
本
的

に
両
日
参
加
で
き
る
か
た

内
容
▼
豚
し
ゃ
ぶ
ご
ち
そ
う
麺　
他

講
師
▼
食
生
活
改
善
推
進
員

定
員
▼
16
人（
先
着
順
）

参
加
費
▼
１
回
６
０
０
円

持
ち
物
▼
エ
プ
ロ
ン
、三
角
巾
、マ
ス
ク
、

ス
リ
ッ
パ
、
飲
み
物

申
込
方
法
▼
電
話

※
氏
名
、住
所
、電
話
番
号
、年
齢
を
明
示

申
込
期
間
▼
６
月
１
日
㈪
～
10
日
㈬

�申
問
市
食
生
活
改
善
推
進
員
協
議
会

小
笠
原
☎
０
９
０‐２
６
６
６‐８
８
６
５

那
珂
西
リ
バ
ー
サ
イ
ド
パ
ー
ク
は

４
月
１
日
か
ら
愛
称
が

Ｊ
Ａ
い
ば
ら
き
Ｎ
Ａ
Ｋ
Ａ

　
　
　

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
パ
ー
ク

に
変
わ
り
ま
し
た
。

認
知
症
予
防
個
別
健
康
相
談
会

期
日
▼
７
月
11
日
㈯

時
間
▼
午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

場
所
▼
す
ず
薬
局
那
珂
店
（
竹
ノ
内
３
‐

２
‐
１
）

相
談
員
▼
薬
剤
師

定
員
▼
５
人
（
先
着
順
）

費
用
▼
無
料　
申
込
方
法
▼
電
話

申
込
開
始
日
▼
６
月
１
日
㈪

�申
問
す
ず
薬
局
那
珂
店

☎
０
２
９
‐
３
５
３
‐
２
０
６
６

脳
若
返
り
講
座

場
所
▼
市
中
央
公
民
館
大
会
議
室

対
象
者
▼
神
崎
・
菅
谷
地
区
に
在
住
の
お

お
む
ね
65
歳
以
上
の
か
た（
１
回
の
み
も
可
）

定
員
▼
20
人
程
度
（
申
込
者
多
数
の
場
合

は
抽
選
）

費
用
▼
無
料

申
込
方
法
▼
電
話

申
込
期
限
▼
６
月
５
日
㈮

�申
問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
青
燈
会

☎
０
２
９
‐
２
９
５
‐
５
２
８
８

期日（全３回） 内容

① ６月25日㈭
午前10時～11時30分

理学療法士から
認知症の講話・実技

② ７月９日㈭
午前10時～11時30分

歯科衛生士から
お口の健康講話

③ ７月23日㈭
午前10時～11時30分

管理栄養士から
食事の講話

Ｇ…グループ　�申…申し込み・申請・応募・届出　問…問い合わせ　  …Eメール
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認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

日
時
▼
６
月
25
日
㈭
午
後
２
時
～
３
時
30
分

場
所
▼
総
合
セ
ン
タ
ー
ら
ぽ
ー
る
視
聴
覚
室

対
象
者
▼
市
内
に
在
住
、在
勤
、在
学
の
か
た

内
容
▼
認
知
症
の
基
礎
知
識
、
具
体
的
な

対
応
な
ど
の
講
話

定
員
▼
20
人
程
度
（
申
込
者
多
数
の
場
合

は
抽
選
）

費
用
▼
無
料

申
込
方
法
▼
電
話

申
込
期
限
▼
６
月
18
日
㈭

�申
問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ナ
ザ
レ
園

☎
０
２
９
‐
３
５
２
‐
２
３
２
０

夏
休
み
キ
ャ
ン
プ
教
室

日
時
▼
７
月
18
日
㈯
午
前
９
時

～
19
日
㈰
正
午
ご
ろ（
１
泊
２
日
）

場
所
▼
陸
上
自
衛
隊
勝
田
駐
屯
地
（
ひ
た

ち
な
か
市
勝
倉
３
４
３
３
）

対
象
者
▼
県
内
在
住
の
小
学
生

※
保
護
者
１
人
の
同
伴
が
必
要
で
す
。

内
容
▼
自
衛
隊
テ
ン
ト
設
営
、
飯
ご
う
炊

さ
ん
な
ど

定
員
▼
70
人（
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

参
加
費
▼
１
人
２
千
円

申
込
期
限
▼
６
月
15
日
㈪
（
必
着
）

※
申
込
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

�申
問
陸
上
自
衛
隊
勝
田
駐
屯
地
広
報
班

☎
０
２
９
‐
２
７
４
‐
３
２
１
１

５月 11日号11

市役所　日曜開庁・木曜窓口延長
【日曜開庁】
時間／ 8：30～12：00、13：00～17：15
業務／住民票の写しの交付など
問市民課戸籍・窓口G　 ☎ 029‐298‐1111
【木曜窓口延長】
時間／ 17：15～ 19：30
対応課／�市民課、税務課、収納課、

介護長寿課、社会福祉課、
保険課、こども課

6 月の休日当番医

茨城子ども
救急電話相談

＃ 8000
050‐5445‐2856

茨城おとな
救急電話相談

＃ 7119
050‐5445‐2856

救急電話相談（24時間 365日）

日 医療機関名 電話番号

7 塙内科消化器科 029‐
295‐2110

14 西山堂慶和病院 029‐
295‐5121

21 岡田クリニック 029‐
270‐8188

28 なかむらクリニック 029‐
353‐2310

▶那珂キッズクリニック小児科（小児科）
14・28日            ☎029‐212‐5630

▶時間　9：00～ 11：30
※必ず受診前に電話でご確認ください。

医療情報ネット（ナビイ）
全国の医療機関・薬局の情報
を検索できます。

 環境月間（6/1 ～ 6/30）　　みんなで環境のことを考えましょう

募
集

椅
子
ヨ
ガ
「
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
」

参
加
者
募
集

　
椅
子
に
座
っ
て
行
う
ヨ
ガ
で
す
。
日
々

の
生
活
を
元
気
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
、
無

理
な
く
体
を
動
か
し
ま
せ
ん
か
。
ど
ん
な

年
代
の
か
た
で
も
大
丈
夫
で
す
。

日
時
▼
第
１・
３
水
曜
日　

午
前
10
時
～

11
時

場
所
▼
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り

指
導
者
▼
石
崎
奈
保
子
氏

月
会
費
▼
千
円　
申
込
方
法
▼
電
話

�申
問
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト

野
田
☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
６
０
７
７

篠
原
☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
７
５
８
２



区分・採用予定人数 資格

❶ 事 務
一般行政事務

８人程度

大卒
平成８年４月２日から平成17年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業
または令和９年３月卒業見込みのかた

短大・専門卒
平成12年４月２日から平成20年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による短期大学（専門学校を含む）を
卒業または令和９年３月卒業見込みのかた

❷ 土 木
土木に関する業務

若干名

大卒
平成３年４月２日から平成17年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業
または令和９年３月卒業見込みのかた

短大・専門卒
平成３年４月２日から平成20年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による短期大学（専門学校を含む）を
卒業または令和９年３月卒業見込みのかた

❸ 建 築
建築に関する業務

若干名

大卒
平成３年４月２日から平成17年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業
または令和９年３月卒業見込みのかた

短大・専門卒
平成３年４月２日から平成20年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による短期大学（専門学校を含む）を
卒業または令和９年３月卒業見込みのかた

❹保健師
保健師業務

若干名

大卒
�平成３年４月２日から平成17年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業
または令和９年３月卒業見込みのかた

短大・専門卒
平成３年４月２日から平成19年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による短期大学（専門学校を含む）を
卒業または令和９年３月卒業見込みのかた

共通事項▶�保健師資格を有するかた、または令和８年度中に取得見込み
のかた

❺保育士・
幼稚園教諭
保育所・幼稚園業務

若干名

大卒
�平成３年４月２日から平成17年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒
業または令和９年３月卒業見込みのかた

短大・専門卒
平成３年４月２日から平成19年４月１日までに生ま
れた、学校教育法による短期大学（専門学校を含む）を
卒業または令和９年３月卒業見込みのかた

共通事項▶�保育士資格および幼稚園教諭免許の両方を有するかた、また
は令和８年度中に取得見込みのかた

令
和
９
年
４
月
１
日
採
用

令
和
８
年
度
市
職
員
採
用
試
験
（
短
大
・
専
門
・
大
卒
区
分
）
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①
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

②
午
前
８
時
45
分
～
午
後
５
時
15
分

※
数
回
、
幼
稚
園
行
事
な
ど
で
土
・
日
曜

日
勤
務
が
あ
り
ま
す
。

給
料
▼
月
額
20
万
１
７
６
円（
期
末
手
当
、

勤
勉
手
当
、社
会
保
険
、雇
用
保
険
あ
り
）

※
幼
稚
園
教
諭
ま
た
は
保
育
士
の
就
労
経

験
が
あ
る
か
た
は
報
酬
に
加
算
し
ま
す
。

履
歴
書
に
在
籍
期
間
が
確
認
で
き
る
書
類

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
任
意
様
式
）

任
期
▼
６
月
８
日
～
令
和
９
年
３
月
31
日

資
格
▼
幼
稚
園
教
諭
免
許

共
通
事
項

休
日
▼
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始

休
憩
時
間
▼
正
午
～
午
後
１
時（
１
時
間
）

募
集
人
数
▼
各
１
人

提
出
書
類
▼
履
歴
書（
市
販
の
も
の
で
可
。

3
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
写
真
を
貼
付
）

申
込
方
法
▼
窓
口
受
付
、
郵
送

申
込
期
限
▼
６
月
１
日
㈪
（
必
着
）

�申
問
総
務
課
職
員
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

〒
３
１
１
‐
０
１
９
２

福
田
１
８
１
９
‐
５

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

一
般
事
務
補
助（
育
休
代
替
職
員
）
①

勤
務
内
容
▼
施
設
等
利
用
給
付
に
関
す
る

こ
と
、保
育
業
務
に
係
る
一
般
事
務
補
助
、

窓
口
業
務
な
ど

勤
務
地
▼
市
役
所（
本
庁
）こ
ど
も
課

勤
務
形
態
▼
週
５
日　
午
前
９
時
～
午
後

５
時
（
７
時
間
）

給
料
▼
月
額
18
万
３
９
２
５
円（
期
末
手
当
、

勤
勉
手
当
、社
会
保
険
、雇
用
保
険
あ
り
）

任
期
▼
７
月
１
日
～
令
和
９
年
３
月
31
日

資
格
▼
パ
ソ
コ
ン（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
）

が
で
き
る
か
た
、
普
通
自
動
車
運
転
免
許

（
Ａ
Ｔ
限
定
可
）

一
般
事
務
補
助（
育
休
代
替
職
員
）
②

勤
務
内
容
▼
農
業
振
興
に
係
る
事
務
補
助

勤
務
地
▼
市
役
所（
本
庁
）農
政
課

勤
務
形
態
▼
週
５
日　
午
前
９
時
～
午
後

５
時（
７
時
間
）

給
料
▼
月
額
18
万
３
９
２
５
円（
期
末
手
当
、

勤
勉
手
当
、社
会
保
険
、雇
用
保
険
あ
り
）

任
期
▼
８
月
１
日
～
令
和
９
年
３
月
31
日

資
格
▼
パ
ソ
コ
ン（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
）

が
で
き
る
か
た
、
普
通
自
動
車
運
転
免
許

（
Ａ
Ｔ
限
定
可
）

幼
稚
園
指
導
員（
育
休
代
替
職
員
）

勤
務
内
容
▼
副
担
任
、
発
達
に
障
が
い
の

あ
る
お
子
さ
ん
の
保
育
支
援
、
預
か
り
保

育
、
そ
の
他
保
育
に
関
す
る
業
務

勤
務
地
▼
ひ
ま
わ
り
幼
稚
園

勤
務
形
態
▼
週
５
日
①
②
の
シ
フ
ト
勤
務

（
７
時
間
30
分
）

申
し
込
み
に
つ
い
て
▼

申
込
方
法
▼
Ｗ
Ｅ
Ｂ
フ
ォ
ー
ム

申
込
期
間
▼
５
月
11
日
㈪
～
６
月

４
日
㈭

注
意
事
項
▼

⃝

令
和
８
年
10
月
１
日
採
用
と
併

願
可
能
で
す
。（
５
月
25
日
号
掲
載

予
定
）

⃝

申
し
込
み
は
、
１
つ
の
職
種
に

限
り
ま
す
。

⃝
採
用
予
定
人
数
は
、
変
更
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⃝

欠
格
事
項
に
該
当
す
る
か
た
は

受
験
で
き
ま
せ
ん
。詳
細
は
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�申
問
総
務
課
職
員
Ｇ

☎
０
２
９
‐
２
９
８
‐
１
１
１
１

試
験
に
つ
い
て
▼

�
第
１
次
試
験　

期
日
▼
６
月
15
日
㈪
～
26
日
㈮
の

う
ち
、
任
意
の
日

場
所
▼
Ｓ
Ｐ
Ｉ
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー

ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が

整
備
さ
れ
て
い
る
自
宅
な
ど

内
容
▼

⃝

Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
方
式
（
共
通
）

⃝

エ
ン
ト
リ
ー
審
査
（
共
通
）

第
２
次
試
験

期
日
▼
７
月
中
旬
～
下
旬

場
所
▼
市
中
央
公
民
館

内
容
▼
第
１
次
試
験
合
格
者
の
み

⃝

集
団
討
論
（
事
務
の
み
）

⃝

個
人
面
接
（
共
通
）

第
３
次
試
験

期
日
▼
８
月
中
旬
～
下
旬

場
所
▼
市
役
所（
本
庁
）

内
容
▼
第
２
次
試
験
合
格
者
の
み

⃝

個
人
面
接
（
共
通
）

⃝

身
体
検
査
、資
格
調
査
（
共
通
）

※
第
１
次
試
験
お
よ
び
第
２
次
試

験
合
格
者
の
発
表
は
、
市
役
所

（
本
庁
・
瓜
連
支
所
）
前
に
掲
示
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ

か
、
合
格
者
に
通
知
し
ま
す
。

高卒のかた、
消防職 の試験は、
後日ご案内します。

５月 11日号13



問防災課防災G　☎ 029‐298‐1111

14

命を守るために
ヘルメットの着用を

自転車乗車用ヘルメット購入費補助スタート
補助対象者 補助上限額

　交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが
とても重要です。買物や通勤、日常生活で自転車に乗ると
きなどはヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。

⃝本人および世帯全員が市税等を滞納していないかた
⃝暴力団、暴力団員等に該当しないかた
⃝�市内小中学校に就学している児童生徒のうち、小学
校通学用ヘルメット購入に係る補助を受けていない
かた、または市内の中学校通学用ヘルメットを配布
されていないかた

※送料、手数料などを除く
※�100 円未満は切り捨て、１人１回限り

市の住民基本台帳に記録されているかた

2,000円

令和８年度分の申請期限

※�予算の上限に達した場合は当該年度の補助を終了する場
合があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。

令和９年３月31日

補助対象のヘルメット
　令和８年４月１日以降に購入した、以下の安全基準
認証マークがついた新品のヘルメット

SGマーク
（一財）製品安全協会

JCF マーク
（公財）日本自転車競技連盟

CEマーク
欧州連合欧州委員会

GSマーク
ドイツ製品安全法

CPSCマーク
米国消費者製品安全委員会

令和８年４月１日

申請時に必要な書類
⃝申請書
⃝�補助対象者および申請者の
　住所、氏名などが確認できるものの写し
⃝支払を証明する書類の写し
⃝�安全基準を確認できる書類などの写し（カタログの
写し、安全基準認証マークの貼付け箇所の写真など）

※�交付決定後に「請求書（要押印）」および「振込口座番号
などが確認できるものの写し」の提出が必要です。

※�申請書および請求書は、防災課または市ホームページで
取得できます。

JCF マーク CEマーク

例 例



情報掲示板 ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮまちの動き

●火災・救急件数【３月分】
火災▶	 ４件（	 10 件）
救急▶	 205 件（	 639 件）

※（　）は本年累計
問市消防本部　☎ 029‐295‐2111

●人口【４月１日現在】
人口▶ 52,370 人	 （－	100）
　　男▶ 25,756 人	 （－	 48）
　　女▶ 26,614 人	 （－	 52）
世帯数▶ 23,804 世帯	（	 42）
※（　）内は前月比　

●交通事故件数【３月末現在】
人身事故▶	 30件
負 傷 者▶	 37人
死  者▶	 0人

問那珂警察署　☎ 029‐352‐0110
※交通事故・犯罪ともに本年累計

●犯罪件数【３月末現在】
刑法犯認知件数▶	 51件
　　　住宅侵入窃盗▶	 4件
　　　自 動 車 盗▶	 0件
　　　車上ねらい▶	 1件
　　　自 転 車 盗▶	 5件

今号の表紙

感震ブレーカーの写真です。地
震発生時に自動でブレーカーを
落として、電気火災を防ぎます。
詳細は、p2をご確認ください。

「日本医師会 赤ひげ大賞」を受賞

市内の小野瀬医院理事長で
あり、長年那珂医師会会長を
務められた小野瀬好良先生が、
「日本医師会　赤ひげ大賞」（厚
生労働省後援）で功労賞を受
賞されました。
本賞は、地域医療の現場で
長年にわたり住民の健康と生

活を支えてきた医師の功績を顕彰するもので、今回の受賞は先生の献身的な取り
組みと地域医療への尽力が高く評価されたものです。

問シティプロモーション推進室　☎ 029‐298‐1111

企業版ふるさと納税による寄付

企業版ふるさと納税を通じて本市の取り組みに応援していただき、感謝の意
を表するため、感謝状を贈りました。

問政策企画課地方創生G　☎ 029‐298‐1111
�過去の寄付企業に
ついてはこちら▶

問スポーツ推進室　
☎ 029‐297‐0077

㈱茨城セイバーズと連携・協力に関する協定を締結

　４月 15 日、 アメリカンフット
ボールクラブを運営する㈱茨城セイ
バーズと「市と㈱茨城セイバーズに
おける連携・協力に関する協定」を
締結しました。
　本協定は、スポーツを通じた地域
振興をはじめ、相互に支援・協力し、
市民の健康増進や未来を担う子ども
たちの育成を目的とするものです。
　今後は市を盛り上げていくため、
アメリカンフットボール教室などを
開催します。

「子どもを育む」いぃ那珂プロジェクト充当事業
㈱ベルクライン

「農業で稼ぐ」いぃ那珂プロジェクト充当事業
㈱ NEXT ONE

5 月 11日号15

広告掲載のお申し込みは、行財政改革推進室まで。　※広告の内容は、市が保証や推奨をするものではありません。



那珂市職員採用試験
令和８年度（令和９年４月採用）

事務／土木／建築／保健師／保育士・幼稚園教諭

5/11月 ~ 6/4木受付期間 問総務課職員G
☎ 029‐298‐1111

第一次試験日 ６/15月～26金のうち、任意の日

詳細は、12～13ページに掲載しています。

那珂市　令和８年度採用試験 検索

短大・専門・
大卒区分

発
行
　
那
珂
市
　
〒
31
1‐
01
92
　　

那
珂
市
福
田
18
19
‐5
　
☎
02
9‐
29
8‐
11
11




